
新旧対照表 

変更前 変更後 

第5条の3（特定累積投資勘定に受け入れる上場株式

等の範囲） 

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特

定累積投資勘定においては、お客さまが当社と

締結した累積投資契約に基づいて取得した次

に掲げる上場株式等（租税特別措置法第37条

の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式

等のうち、定期的に継続して取得することにより

個人の財産形成が促進されるものとして、当該

上場株式等（公社債投資信託以外の証券投資

信託）に係る委託者指図型投資信託約款（外国

投資信託の場合には、委託者指図型投資信託

約款に類する書類）において租税特別措置法

施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、

かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定め

る要件を満たすものに限り、「（非課税口座）継

続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国し

た日から「（非課税口座）帰国届出書」の提出が

あった日までの間に取得をした上場株式等で

（1）に掲げるものを除きます。）のみを受け入れ

ます。 

(1) 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘

定が設けられた日から同日の属する年の

12月31日までの間に受け入れた上場株式

等の取得対価の額（購入した上場株式等

についてはその購入の代価をいい、払い

込みにより取得をした上場株式等につい

てはその払い込んだ金額をいいます。）の

合計額が120万円を超えないもの（当該上

場株式等を当該特定累積投資勘定に受

け入れた場合に、当該合計額、同年にお

いて特定非課税管理勘定に受け入れてい

第5条の3（特定累積投資勘定に受け入れる上場株式

等の範囲） 

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特

定累積投資勘定においては、お客さまが当社と

締結した累積投資契約に基づいて取得した次

に掲げる上場株式等（租税特別措置法第37条

の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式

等のうち、定期的に継続して取得することにより

個人の財産形成が促進されるものとして、当該

上場株式等（公社債投資信託以外の証券投資

信託）に係る委託者指図型投資信託約款（外国

投資信託の場合には、委託者指図型投資信託

約款に類する書類）において租税特別措置法

施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、

かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定め

る要件を満たすもの）のみを受け入れます。 

(1) 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘

定が設けられた日から同日の属する年の

12月31日までの間に受け入れた上場株式

等の取得対価の額（購入した上場株式等

についてはその購入の代価をいい、払い

込みにより取得をした上場株式等につい

てはその払い込んだ金額をいいます。）の

合計額が120万円を超えないもの（当該上

場株式等を当該特定累積投資勘定に受

け入れた場合に、当該合計額、同年にお

いて特定非課税管理勘定に受け入れてい



る買い付けの委託等により取得した上場

株式等の取得対価の額の合計額および特

定累積投資勘定基準額（特定累積投資勘

定および特定非課税管理勘定に前年に

受け入れている上場株式等の購入の代価

の額等をいう。）の合計額が1,800万円を超

えることとなるときにおける当該上場株式

等を除く。） 

(2) 租税特別措置法施行令第25条の13第29

項において準用する同条第12項第1号、

第4号および第11号に規定する上場株式

等

第5条の4（特定非課税管理勘定に受け入れる上場株

式等の範囲） 

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特

定非課税管理勘定においては、次に掲げる上

場株式等（当該非課税口座が開設されている当

社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは

記録がされ、または当該営業所に保管の委託が

されるものに限り、「（非課税口座）継続適用届出

書」の提出をしたお客さまが出国した日から「（非

課税口座）帰国届出書」の提出があった日まで

の間に取得をした上場株式等で（1）、（2）に掲げ

るもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文

の適用を受けて取得をした同項に規定する特定

新株予約権に係る上場株式等および第2項に掲

げるものを除きます。）のみを受け入れます。 

(1) 特定非課税管理勘定が設けられた日から

同日の属する年の12月31日までの間に当

社への買い付けの委託（当該買い付けの

委託の媒介、取り次ぎまたは代理を含みま

す。）により取得をした上場株式等、当社か

ら取得した上場株式等または当社が行う

上場株式等の募集（金融商品取引法第2

条第3項に規定する有価証券の募集に該

る買い付けの委託等により取得した上場

株式等の取得対価の額の合計額および特

定累積投資勘定基準額（特定累積投資勘

定および特定非課税管理勘定に前年に

受け入れている上場株式等の購入の代価

の額等をいう。）の合計額が1,800万円を超

えることとなるときにおける当該上場株式

等を除く。） 

(2) 租税特別措置法施行令第25条の13第29

項において準用する同条第12項第1号、

第4号および第11号に規定する上場株式

等

第5条の4（特定非課税管理勘定に受け入れる上場株

式等の範囲） 

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特

定非課税管理勘定においては、次に掲げる上

場株式等（当該非課税口座が開設されている当

社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは

記録がされ、または当該営業所に保管の委託が

されるものに、租税特別措置法第29条の2第1項

本文の適用を受けて取得をした同項に規定する

特定新株予約権に係る上場株式等および第2項

に掲げるものを除きます。）のみを受け入れま

す。 

(1) 特定非課税管理勘定が設けられた日から

同日の属する年の12月31日までの間に当

社への買い付けの委託（当該買い付けの

委託の媒介、取り次ぎまたは代理を含みま

す。）により取得をした上場株式等、当社か

ら取得した上場株式等または当社が行う

上場株式等の募集（金融商品取引法第2

条第3項に規定する有価証券の募集に該



当するものに限ります。）により取得をした

上場株式等で、その取得後直ちに非課税

口座に受け入れられるもので、受け入れた

上場株式等の取得対価の額（購入した上

場株式等についてはその購入の代価をい

い、払い込みにより取得をした上場株式等

についてはその払い込んだ金額をいいま

す。）の合計額が240万円を超えないもの

（当該上場株式等を当該特定非課税管理

勘定に受け入れた場合において、次に掲

げる場合に該当することとなるときにおける

当該上場株式等を除く。） 

イ. 当該合計額および特定非課税管理

勘定基準額（特定非課税管理勘定

に前年に受け入れている上場株式

等の購入の代価の額等をいう。）の

合計額が1,200万円を超える場合

ロ. 当該期間内の取得対価の合計額、

その年において特定累積投資勘定

に受け入れている買い付けの委託等

により取得した上場株式等の取得対

価の額の合計額および特定累積投

資勘定基準額の合計額が1,800万円

を超える場合

(2) 租税特別措置法施行令第25条の13第31

項において準用する同条第12項各号に規

定する上場株式等

2. 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める

上場株式等を受け入れることができません。

(1) その上場株式等が上場されている金融商

品取引法第2条第16項に規定する金融商

品取引所の定める規則に基づき、当該金

融商品取引所への上場を廃止することが

決定された銘柄または上場を廃止するお

それがある銘柄として指定されているもの

(2) 公社債投資信託以外の証券投資信託の

当するものに限ります。）により取得をした

上場株式等で、その取得後直ちに非課税

口座に受け入れられるもので、受け入れた

上場株式等の取得対価の額（購入した上

場株式等についてはその購入の代価をい

い、払い込みにより取得をした上場株式等

についてはその払い込んだ金額をいいま

す。）の合計額が240万円を超えないもの

（当該上場株式等を当該特定非課税管理

勘定に受け入れた場合において、次に掲

げる場合に該当することとなるときにおける

当該上場株式等を除く。） 

ハ. 当該合計額および特定非課税管理

勘定基準額（特定非課税管理勘定

に前年に受け入れている上場株式

等の購入の代価の額等をいう。）の

合計額が1,200万円を超える場合

ニ. 当該期間内の取得対価の合計額、

その年において特定累積投資勘定

に受け入れている買い付けの委託等

により取得した上場株式等の取得対

価の額の合計額および特定累積投

資勘定基準額の合計額が1,800万円

を超える場合

(2) 租税特別措置法施行令第25条の13第31

項において準用する同条第12項各号に規

定する上場株式等

3. 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める

上場株式等を受け入れることができません。

(1) その上場株式等が上場されている金融商

品取引法第2条第16項に規定する金融商

品取引所の定める規則に基づき、当該金

融商品取引所への上場を廃止することが

決定された銘柄または上場を廃止するお

それがある銘柄として指定されているもの

(2) 公社債投資信託以外の証券投資信託の



受益権、投資信託および投資法人に関す

る法律第2条第14項に規定する投資口ま

たは特定受益証券発行信託の受益権で、

同法第4条第1項に規定する委託者指図

型投資信託約款（外国投資信託である場

合には、当該委託者指図型投資信託約款

に類する書類）、同法第67条第1項に規定

する規約（外国投資法人の社員の地位で

ある場合には、当該規約に類する書類）ま

たは信託法第3条第1号に規定する信託契

約において法人税法第61条の5第1項に

規定するデリバティブ取引に係る権利に対

する投資（租税特別措置法第25条の13第

15項第2号に規定する目的によるものを除

きます。）として運用を行うこととされている

ことその他の内閣総理大臣が財務大臣と

協議して定める事項が定められているもの 

(2) 公社債投資信託以外の証券投資信託の

受益権で委託者指図型投資信託約款（外

国投資信託である場合には、当該委託者

指図型投資信託約款に類する書類）に租

税特別措置法施行令第25条の13第15項

第1号および第3号の定めがあるもの以外

のもの

受益権、投資信託および投資法人に関す

る法律第2条第14項に規定する投資口ま

たは特定受益証券発行信託の受益権で、

同法第4条第1項に規定する委託者指図

型投資信託約款（外国投資信託である場

合には、当該委託者指図型投資信託約款

に類する書類）、同法第67条第1項に規定

する規約（外国投資法人の社員の地位で

ある場合には、当該規約に類する書類）ま

たは信託法第3条第1号に規定する信託契

約において法人税法第61条の5第1項に

規定するデリバティブ取引に係る権利に対

する投資（租税特別措置法第25条の13第

15項第2号に規定する目的によるものを除

きます。）として運用を行うこととされている

ことその他の内閣総理大臣が財務大臣と

協議して定める事項が定められているもの 

（3） 公社債投資信託以外の証券投資信託の

受益権で委託者指図型投資信託約款（外

国投資信託である場合には、当該委託者

指図型投資信託約款に類する書類）に租

税特別措置法施行令第25条の13第15項

第1号および第3号の定めがあるもの以外

のもの


